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重要事項説明書 

 この「重要事項説明書」は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方に対

して、社会福祉法第 76 条及び第 77 条の規定に基づき、当事業所の概要や提供するサー

ビスの内容、契約を締結する前に知っておいていただきたいことなどを事業者が説明す

るものです。 

 

１ サービスを提供する事業者について 

事業者名称 合同会社なないろ  

代表者氏名  代表社員 入里佳美 

本社所在地 

（連絡先） 

 千葉県市原市姉崎 1789 番地 1 

（090-7831-9410） 

設立年月日  令和 6年 5 月 15 日 

 

２ サービス提供を担当する事業所について 

(1)  事業所の所在地等 

事業所名称 放課後等デイサービスなないろ 

サービスの 

主たる対象者 

障がい児（18 歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者

（発達障がい児を含む）及び難病等対象者） 

事業所番号  １２５０６００５３１ 

指定年月日 令和 7年 7 月 1日 

管理者  入里 佳美 

児童発達支援 

管理責任者 
 齋藤 美希 

事業所所在地  千葉県市原市山田橋 1丁目 7番地 12 

連絡先  電話：0436-26-7501   FAX：0436-26-7502 

事業所の通常の 

事業実施地域 
 市原市、袖ヶ浦市 

事業所が行なう 

他のサービス 
 なし 

利用定員  10 人 

開設年月日  令和 7年 7 月 1日 

(2) 事業の目的および運営方針 

事業の目的 
合同会社なないろ（以下、「事業者」という。）が設置する放課後等デ

イサービスなないろ（以下、「事業所」という。）において実施する指
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定障害児通所支援の放課後等デイサービス（以下、「指定放課後等デ

イサービス」という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及

び運営管理に関する事項を定め、指定放課後等デイサービスの円滑な

運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者（児童福祉法

（昭和 22 年法律第 164 号。以下、「法」という。）第 21 条の５の５第

1 項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下、「保護

者」という。）の意思及び人格を尊重し、障害児及び保護者の立場に

立った適切な指定放課後等デイサービスの提供を確保することを目的

とします。 

運営方針 

①事業所は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及

び社会との交流を図ることができるよう、障害児の身体及び精神の状

況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓

練を行うものとする。 

②指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、地域及び家庭との

結び付きを重視し、保護者の所在する市町村、「障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）」（平

成 17年法律第 123号）第５条第１項に規定する障害福祉サービスを行

う者、児童福祉施設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供

する者（以下「障害福祉サービス事業者等」という。）との密接な連

携に努めるものとする。 

③前二項のほか関係法令等を遵守し、指定放課後等デイサービスを提

供するものとする。 

(3) 営業日及び営業時間 

営業日 

月曜日から土曜日までとする。 

ただし、国民の祝日、8月 13 日から 8月 15 日まで、12月 29 日から

1月 3日までを除く。 

営業時間 午前 9時から午後 6時までとする。 

(4) サービス提供可能な日と時間帯 

サービス提供日 

月曜日から土曜日までとする。 

ただし、国民の祝日、8月 13 日から 8月 15 日まで、12月 29 日から

1月 3日までを除く。 

サービス提供時

間 
午前 10 時から午後 5時までとする。 

 

３ サービス提供を行う施設・設備について 

(1) 施 設 

構造  木造 

敷地面積  221.25 ㎡ 

延床面積  86.12 ㎡ 

 

(2) 設 備 

設備の種類 部 屋 数 備         考 
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指導訓練室 2 室  

静養室 1 室 布団、ソファー設置 

トイレ 1 室 洋式トイレ 

洗面室・風呂場 1 室 洗濯機設置 

台所 1 室 冷蔵庫設置 

事務室兼相談室 1 室  

 

４ サービス提供を行う職員体制 

 (1) 職務の内容 

職種 職 務 内 容 

管 理 者 

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等に

おいて規定されている指定放課後等デイサービスの実施に関し、事

業所の職員に対し必要な指揮命令を行います。 

児童発達支援 

管理責任者 

(1) 適切な方法により、障がい児の有する能力、置かれている環境

及び日常生活全般の状況等の評価を通じて保護者及び障がい児の希

望する生活や課題等の把握（以下「アセスメント」という。）を行

い、障がい児が自立した日常生活を営むことができるように支援す

る上での適切な支援内容を検討します。 

(2) アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供

する指定放課後等デイサービス等以外の保健医療サービス又はその

他の福祉サービス等との連携も含めて、保護者及び障がい児の生活

に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるた

めの課題、指定放課後等デイサービス等の目標及びその達成時期、

指定放課後等デイサービスを提供する上での留意事項等を記載した

放課後等デイサービス計画の原案を作成します。 

(3) 放課後等デイサービス計画（以下、「個別支援計画」という。）

の原案の内容を保護者及び障がい児に対して説明し、文書により同

意を得た上で、作成した個別支援計画を記載した書面を保護者に交

付します。 

(4) 個別支援計画作成後、個別支援計画の実施状況の把握（障がい

児についての継続的なアセスメントを含む。）を行うとともに、少な

くとも半年に 1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じ

て個別支援計画を変更します。 

(5) 利用に際し、障がい児通所支援事業者等に対する照会等によ

り、障がい児の心身の状況、事業所以外における指定障がい児通所

支援等の利用状況等を把握します。 

(6) 障がい児の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障がい

児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討すると

ともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障がい

児に対し、必要な支援を行います。 

(7) 他の職員に対する技術指導及び助言を行います。 

児童指導員 
個別支援計画に基づき障がい児の自立の支援と日常生活に資するよ

う、適切な技術をもって指導、訓練等を行う。 
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保育士 
個別支援計画に基づき障がい児の自立の支援と日常生活に資するよ

う、適切な技術をもって指導、訓練等を行う。 

機能訓練担当職員 個別支援計画に基づき日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。 

(2) 職員の配置状況 

職種 員数 
常勤 非常勤 常勤 

換算 
備考 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 1 1    1 管理者兼指導員 

児童発達支援 

管理責任者 
1 1    1  

児童指導員 1   1  0.2 社会福祉士 

保育士 2 2    2  

(3) 勤務体系 

職   種 勤   務   体   系 

管理者  勤務時間帯 9 時 00 分～18 時 00 分 

児童発達支援 

管理責任者 
 勤務時間帯 9 時 00 分～18 時 00 分 

児童指導員 
 勤務時間帯 9 時 00 分～18 時 00 分 

 そのうち実働 4時間から 8時間のシフト制 

保育士  勤務時間帯 9 時 00 分～18 時 00 分 

 

５ 提供するサービスの内容と料金および利用者負担額について 

(1)  提供するサービスの内容 

サービスの種類 サ ー ビ ス の 内 容 

個別支援計画 

の作成 

保護者及び障がい児の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、

生活全般の質を向上させるための課題や目標、支援の方針等を記載

した個別支援計画を作成します。 

日常生活訓練 
日常生活動作(着替え、排泄、食事、移動など)、軽スポーツ、音楽

活動、調理実習等を行います。 

集団生活適応訓練 
集団で活動する中で他者との関わり方を学び、社会性、ルールが身

につくよう支援します。 

創作的活動 絵画、工作、園芸等を行います。 

健康指導 健康チェック、健康相談を行います。 

介護サービス 更衣、排泄等の身体介助を行います。 

送迎サービス 
事業所の所有する車両により、障がい児の自宅又は学校と事業所と

の間の送迎を行います。 
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(2) 提供するサービスの料金とその利用者負担額について 

① 利用料金 

   利用料金は、下表のとおりとなっています。 

 

【放課後等デイサービス】 

 単位数 内 容 

授業終了後 609単位 / 日 
定員数 10 人以下、区分 2（1 時間

30分以上 3時間以下） 

土曜、長期休暇中

などの学校休業日 
666単位 / 日 

定員数 10人以下、区分 3（３時間

以上５時間以下 

 

＜提供するサービスの料金とその利用者負担額について＞ 

提供するサービスについて、厚生労働省の告示の単価による利用料が発生します。 

保護者の属する世帯の所得に応じて、負担上限月額が設定され、利用料の１割と負担上限

月額のいずれか額の小さいほうが、１月あたりの利用者負担額になります。利用料の１割が

負担上限月額を超える場合は負担上限月額以上の負担は発生しません。 

※ 放課後等デイサービス費について事業者が代理受領を行わない(保護者が償還払いを希

望する)場合は、放課後等デイサービス費等の全額をいったんお支払いただきます。この

場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、｢領収書｣を添えてお住まいの市町村に

放課後等デイサービス費等の支給（利用者負担額を除く）を申請してください。 

 

② 加算項目 

ア 事業所がとっている体制により、下表のとおり料金が加算されます。 

加算項目 単位数 内     容 

児童指導員等加配

加算 
90 単位/日 

常時見守りが必要な就学児の保護者に対する支援方法の

指導を行う等支援の強化を図るために、基準を上回る理

学療法士等又は児童指導員等又はその他の従業者を配置

している場合、利用１日につき加算されます。 

 

イ 事業所がとった対応の内容により、下表のとおり料金が加算されます。 

加算項目 単位数 内     容 

利用者負担上限額 

管理加算 

150 単位 

/月１回 

保護者の依頼により、負担上限月額を超えて事業者が

利用者負担額を徴収しないように、利用者負担額の徴

収方法の管理を行った場合に加算されます。 

欠席時対応加算 94 単位/回 

障がい児が急病等により利用を中止した場合に、連絡

調整や相談援助を行った場合に加算されます。 

月４回まで加算されます。 

送迎加算 54 単位/回 
事業所が障がい児に対し、送迎を行った場合、片道に

つき加算されます。 

負担上限月額等に関する詳細については、お住まいの市町村窓口までお問合せください。 
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延長時支援加算 92 単位/日 

基本報酬における最長の時間区分に対応した時間の発

達支援に加えて、当該支援の前後に預かりニーズに対

応した支援を計画的に行った場合に加算されます。

（職員を２名以上（うち１名は人員基準により置くべ

き職員（児童発達支援管理責任者を含む）を配置）。

なお、延長３０分以上１時間未満の単位は、利用者の

都合等で延長時間が計画よりも短くなった場合に限り

算定可能 

処遇改善加算(Ⅰ) 
総単位数の 

1000 分の 84 
 

ベースアップ等支

援加算 

総単位数の 

1000 分の 20 
 

 

６ その他の費用について 

内  容 料        金 

創作的活動に係る材料費 実費相当額      

食事・おやつ提供に係る材料費  
昼食 1食あたり 300 円 

おやつ 1日あたり 100 円 

その他日常生活において通常必要となるも

のに係る費用であって、保護者に負担させ

ることが適当と認められるものの実費 

実費相当額 

 
 

７ 利用者負担額及びその他の費用の支払い方法について 

 利用者負担額及びその他の費用について、サービスを利用した月の翌月 15 日までに利

用月分の請求書をお届けします。サービス提供の記録と内容を照合のうえ、請求月の末

日までに、現金にてお支払い下さい 

お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡ししますので、保管をお願いします。 

また、通所給付費等について市町村より給付を受けた場合は、受領通知をお渡ししま

すので、必ず保管をお願いします。 

※ 利用料、その他の費用の支払いについて、支払い能力があるにもかかわらず支払い期日

から３月以上遅延し、故意に支払いの督促から 14 日以内にお支払がない場合には、契約

を解約した上で、未払い分をお支払いただくことがあります。 
 
 

８ サービスの提供にあたっての留意事項 

 (1) 市町村の支給決定内容等の確認 

サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用者負担上

限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は

速やかに事業者にお知らせください。 

(2) 個別支援計画の作成 

確認した支給決定内容に沿って、保護者及び障がい児の生活に対する意向に配慮しな
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がら｢個別支援計画｣を作成します。作成した「個別支援計画」については、案の段階で

保護者及び障がい児に対し内容を説明し、保護者の同意を得た上で成案としますので、

ご確認いただくようお願いします。 

 (3) 個別支援計画の変更等 

「個別支援計画」は、障がい児の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて

変更することができます。 

 

９ 虐待の防止について 

  事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害

者の養護者に対する支援等に関する法律（平成23年法律第79号）」を遵守するとともに、

下記の対策を講じます。 

1 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 虐待防止に関する責任者  児童発達支援管理責任者 齋藤 美希 

2 苦情解決体制を整備しています。 

3 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

4 虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置等を実施しています。 

 

10 秘密の保持と個人情報の保護について 

①障がい児又は

その家族に関

する秘密の保

持について 

 

 事業者は、障がい児又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に

関する法律についてのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるも

のとします。 

〇 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービ

ス提供をする上で知り得た障がい児又はその家族の秘密を正当な理由な

く、第三者に漏らしません。 

〇 また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後に

おいても継続します。 

〇 事業者は、従業者に業務上知り得た障がい児又はその家族の秘密を保

持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、

その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

②個人情報の保

護について 

○ 事業者は、障がい児又はその家族からあらかじめ文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等で使用する等、他の障がい福祉サービス事業者

等に、障がい児又はその家族の個人情報を提供しません。 

○ 事業者は、障がい児又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物

（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注

意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとし

ます。 

○ 事業者が管理する情報については、障がい児又はその家族の求めに応じ

てその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削

除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範

囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合

は利用者の負担となります。) 

 

 11 緊急時の対応方法について 

サービス提供中に、障がい児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに

主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡

先にも連絡します。 
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【主治医】 

医療機関名  

所在地  

電話番号  

主治医氏名  

【緊急連絡先】 

氏名  

住所  

電話番号  

【協力医療機関】 

  当事業所は下記の医療機関と協力し、利用者の病状の急変等に備えています。 

医療機関名 医療法人社団 千陽会 ちぐさクリニック 

所在地  千葉県市原市千種 2丁目 9 番地 1 

電話番号  0436-20-0336 

 

12 事故発生時の対応方法について 

障がい児に対する放課後等デイサービスの提供により事故が発生した場合は、県、市町

村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

また、障がい児に対する放課後等デイサービスの提供により賠償すべき事故が発生した

場合は、損害賠償を速やかに行います。 

本事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 AIG 損害保険 

保険名 賠償責任保険(企業用) 

保障の概要 

業務遂行・施設リスク、生産物・業務の結果リスク、権利侵害リス

ク、業務過誤リスクの他、委託管理財物担保特約、法人後見人担保

特約、サービス利用者障害見舞金担保特約、食中毒・特定感染症対

応費用担保特約、純粋財物使用不能損害担保特約 

 

13 非常災害時の対策 

非常時の対応 別に定める非常災害計画により対応いたします。 

平時の訓練 別に定める非常災害計画に則り、避難訓練を年 2回実施します。 

防災設備 

・自動火災報知機  有   

・誘導灯      有 

・ガス漏れ報知器  有   

・カーテン等は防炎機能のある物を使用しています。 

 

14 苦情解決の体制及び手順 

 (1) 事業所の苦情・相談受付窓口 

提供した指定放課後等デイサービスに係る障がい児又は保護者その家族からの相談及
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び苦情を受け付けるための窓口を設置しています。 

 

 (2) 行政機関その他苦情受付機関 

   本事業所では解決できない苦情や虐待等の相談は、行政機関の窓口等に申し立てるこ

とができます。 

 

15 事業所ご利用の際にご留意いただく事項 

感染症対策 

利用者がインフルエンザ等の他者に感染する疾病であることを、医

師が診断した場合、医師の完治連絡が出るまで事業所利用はできま

せん。 

設備・器具の利用 

事業所内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これ

に反したご利用により破損が生じた場合、賠償していただくことが

あります。 

貴重品の管理 

貴重品は、自己の責任において管理していただきます。 

自己管理のできない利用者につきましては貴重品を事業所に持ち込

まないようお願いします。 

宗教活動・政治活

動 

営利活動 

児童及び保護者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する宗

教活動、政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 

 

 

 

 

16 重要事項説明の年月日 

この重要事項説明書の説明年月日     年    月    日 

指定放課後等デイサービスの提供及び利用の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明

を行ないました。 

 
 

事業者の窓口 

窓口担当者 

苦情解決責任者 

受付日 

 

 

受付時間 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

児童発達支援管理責任者 齋藤 美希 

管理者 入里 佳美 

月曜日から土曜日。ただし、国民の祝日、8月13日

から 8月 15日まで、12月 29日から 1月 3日までを

除く。 

午前 9時から午後 17 時まで 

0436-26-7501 

0436-26-7502 

市町村の窓口 

所在地 

受付担当課 

電話番号 

受付時間 

千葉県市原市国分寺台中央 1 丁目 1 

市原市役所 障がい者支援課 

0436-23-9815 

月～金曜日 8：30～17：00 
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事

業

者 

所在地 千葉県市原市姉崎 1789 番地 1 

法人名  合同会社なないろ 

代表者名  代表社員  入里 佳美              印 

事業所名  放課後等デイサービスなないろ 

説明者氏名  児童発達支援管理責任者  齋藤 美希       印 

本書面に基づいて事業者から指定放課後等デイサービスの提供及び利用について重要事項

の説明を受け、同意しました。 

利用申込者

（保護者） 

住 所  

氏 名                印 

続 柄  

利用者（児童）氏名  

 

代 理 人 

住 所  

氏 名                          印 

 


